
お知らせ 
（皮革及び革靴の関税割当等） 

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 

経済産業省貿易審査課 

 

関税割当申請・届出等に係る書類（様式）における押印の廃止について 

 

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月 17 日閣議決定）におい

て、法令等により、国民や事業者等に対し押印等を求めている手続について、恒久的な制度的対

応として、必要な法令等について改正を行うこととされています。  

 

これを踏まえ、関税割当対象品目の申請・届出等に係る書類（関税割当省令・関税割当公表等

に基づく様式。以下「様式」。）において、押印を求めている手続等について、押印を廃止する等

の所要の改正を行います。 

 

１．公布・施行スケジュール 

 令和２年１２月２８日（月） 公布（官報掲載等）・施行 

 

２．改正内容等 

（１）省令様式、関税割当公表等に規定されている申請・届出等の様式等において、「押印」を求

める書類については、押印を不要とし申請者の「記名」のみでよいこととします。 

 

（２）経過措置として、当面の間は、従前の旧様式による申請等及び押印廃止後に旧様式で押印

をして申請等がなされた場合でも受理することとしますが、改正後の新様式への切り換えを

お願いいたします。 

 

３．改正後の様式の入手方法について 

改正後の様式は、１２月２８日（月）から下記の関税割当ホームページ上に掲載しますの

で、印刷又はダウンロードして御使用ください。 

 

（関税割当ホームページ「申請様式（2020年度）」） 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/01_kanwari/kanwari_2_2020.html 

 

引き続きまして、御協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

 

＜お問合せ先＞ 

経済産業省貿易審査課 

関税割当班 

                                  電話：03-3501-1659 


